
見があった,これに称しても退職の意思表示に関する争t,1を避けるために,

退職の意恩表示を書面で行うことを要件とすることを検討すべきであると
の意見があった.

退職の意思表示の解釈についてはl労働者がこの意恩表示をするに至った

経経や事業場の慣行等により異なると考えられ1 -律の判断基準を示すこと

は困難であって,個別具体的な事案に応じて判断する以外にないと考えられ

る.o また,退職の意思表示を書面で行うことを必要とすることはlこれを行

わなかった労働者が退職できず.その間に懲戒等の処分がなされるなど不利

になることも考えられるため,慎重に検討すべきであるo

く3J労働者の退職の予告期間

労働者が労働契約の解約を申し入れた場合には1民法第627条によって2

週間の経過により雇用契釣は終了するとされているが,担当業務の引継ぎや

後任者の手配などを考えればこれでは短すぎるため,労働基準法第20条に

定める解雇予告期間と合わせで30 日前に予告が必要とすべきであるとの指

摘があるo

しかし,労働基準法の解雇予告期間は.労働者にとっては突然解雇されれ

ば賃金を得られず生活ができなくな-亭とVlう解雇の重大性にかんがみ必要
とされてt,1るものであり,使用者の経営上の利害と労働者の生括上の重要性

を同列に論じるべきではないと考えられるo

第5 有期.労働契約

i有期労働契約をめぐる法律上の間題点
有期労働契約については,平成15年に労働基準法の改正により契約期間の

上限を延長した際にl衆参両院の附帯決議においで,.有期労働契約の在り方

につい1.T検討を行-1必要な措置を講ずべきことが持摘されているo これにつ

いては1改正法の施行状況も踏まえて更.に検討が行われる必要があるが,有

期労働契約をめぐる法律上の間題点は以下のように整理できると考えられるD

くり有期労働契約の効果と労働基準法第14条の関虜

有期労働契約については, 0期間中は労働者はやむを得ない事由がない限

り退職できないという効見Ql期面中は使用者はやむを得なvl事由がない限

り労働者を解雇できないという効果,く参期間の満了によって労働契約が終了

するという効果の三つの効果がある く民法第626条第1項はl有期労働契約

であっても5年経過後は01 elの効果を失わせることとしたものと考えられ

るoJo
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